
令和８年度介護給付費等算定に
係る届出書の記入について

【いわき市障がい福祉課】



介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

●多機能型事業所の場合、それぞれのサービスごとに届出書を作
成し、併せて提出してください。
●担当者氏名は書類作成者の氏名をご記入ください。
●届出するサービスについて、「実施事業」に「○」を付けてく
ださい。
●異動等の区分は変更がない場合でも、便宜的に「２ 変更」に
「○」を付けてください。
●異動年月日は「令和８年４月１日」としてください。
●前年度実績によらない加算等も今回の届出と併せてを算定する
場合には、届出書をそれぞれの適用月に分けて１部づつ提出して
ください。



介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

●適用開始日は、今回変更のあった項目のみご記入く
ださい。（日付はR8.4.1～になります。）
●多機能型の場合、「定員規模」は複数サービス種類
の利用定員の合計数に応じた区分に丸を付けてくださ
い。「多機能型等定員区分」はサービス種類毎または
単位毎の利用定員に応じた区分に丸を付けてください。
例）生活介護２０人、就Ｂ２０人の場合、生活介護の
「定員規模」は「31人以上40人以下」、多機能型定員
区分は「20人以下」となります。



従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(共通）

●令和８年４月提出分からは、国の標準様式を使用してください。旧様式とは異なりますのでご注意ください。
●着色してある部分が入力欄になります。２ページ目以降に着色欄がある場合は全て入力し、（入力することで人員配置基準
等を確認することができます。）併せて提出してください。
●（5)の勤務形態は「A：常勤専従、B:常勤兼務、C：非常勤専従、D：非常勤兼務」から選択してください。
●「(1)記載する期間」は事業所の就業規則等に定めにより、いずれかを選択してください。
・「４週」を選択した場合は、（3）は「時間／週」の欄に入力し、４週目まで入力してください。
・「暦月」を選択した場合は、（3）は「時間／月」の欄に入力し、５週目まで入力してください。
●「変形労働制」を採用している場合は、次ページの「変形労働制を採用している事業所の注意点」をお読みください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 サービス種別

事業所名

(1)記載する期間

(2)予定/実績の別

(3)事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数 時間/週 時間/月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 管理者 A A 0 0.0

2 サービス管理責任者 D B 0 0.0

3 医師 C C 0 0.0

4 看護職員 D D 0 0.0

5 0 0.0

生活介護

2026 年 4 月

４週

実績

40

No.
(5)勤務
形態

(6)資格 (7)氏名

(8)

(9)勤務
時間数合

計

(10)週平
均の勤務
時間数

(11)兼務状況
（兼務先／兼務
する職務の内

容）等

第１週 第２週 第３週 第４週 第５週
(4)職種

※選択肢にない職種に
ついては直接入力して

ください



従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(共通）

●変形労働制を採用している場合の注意点
１ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合は、労働時間は以下の表が法定の上限時間となります。

●事業所の常勤の所定労働時間と、雇用契約などで定めた職員の労働時間が同じ場合「常勤」、それより少ない場合は
「非常勤」です。雇用契約が正社員かパートタイムか、賃金の支払い形態が時給か月給かなどは関係ありません。
●労働時間中、一つの職種だけに配置されることを「専従」、労働時間の中で複数の職種として配置される場合は「兼務」
です。
（例）同一人が午前中は職業指導員で午後は生活支援員として働く職員は「兼務」となります。その場合は、職種ごとに

分けて記載してください。
●事業所をまたぐ業務の兼任は、常勤ではなく非常勤とし、時間を分けて勤務体制表を設定するものとします。
●事業所をまたいで兼任しており、常勤兼務として扱うことが可能な場合は、①「同一建物（敷地）内において、同一の法人
が運営している事業所・施設の中での管理者と、別の職種１つの兼任」もしくは②「同時並行的に行われることが差し支えな
い」など個別に基準等で示されている組合せの兼任」に限られます。
●管理者については、管理者とその他との兼務は同時並行的であるため、業務に支障がない場合、「働いた全ての時間につい
て、全ての職種にカウントすることができます。
例：就労継続支援Ｂ型の管理者と生活支援員の兼務…常勤の時間が週40時間であれば、管理者と生活支援員どちらにも週40時
間をカウントできる。（管理者以外の、例えば、サビ管と生活支援員との兼務の組み合わせはそれぞれで週40時間はカウント
できず、合算して週40時間となる。）



従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(共同生活援助）

●複数の共同生活住居がある場合、住居毎の勤務形態一覧表に加え、すべての住居を合算した勤務形態一覧表を
作成してください。（住居毎の一覧表は、「事業所名」に各住居名を入力し、合算した勤務形態一覧表には代表
事業所名を入力してください。）
●「介護サービス包括型」の住居で、夜間支援従事者（夜勤者若しくは宿直者）を配置している場合でもこの勤
務一覧表に入力する必要はありません。
●「日中サービス支援型」の夜間支援従事者の勤務時間の記入の仕方について、例えば、夜10時～翌朝5時まで
勤務した場合、1日目を2時間、2日目を5時間に分けて入力してください。（10時～12時の2時間と、12時～5時ま
でに5時間で2日に分けてまたがるイメージ）
●世話人と夜間支援従事者を兼務している場合は、２行に分けてください。その場合、その２つ職種を合算して
１か月の勤務時間を超えないようご注意ください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 サービス種別

事業所名

(1)記載する期間

(2)予定/実績の別

(3)事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数 時間/週 時間/月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 管理者 A A 0 0.0

2 サービス管理責任者 B B 0 0.0

3 世話人 C C 0 0.0

4 生活支援員 A D 0 0.0

5 0 0.0

6 0 0.0

7 0 0.0

No.
(10)週平
均の勤務
時間数

(11)兼務状況
（兼務先／兼務
する職務の内

容）等

第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

共同生活援助・介護サービス包括型

2026 年 4 月

４週

160

(9)勤務
時間数合

計

(4)職種
(5)勤務
形態

(6)資格 (7)氏名

(8)

※選択肢にない職種について
は直接入力してください
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